
「介護職員等処遇改善加算手当」及び当法人の「独自処遇改善手当」について 

 

（１）介護職員等処遇改善加算手当 

支給対象者 ・下記の施設の職員へ支給する（含む臨時職員、除く派遣職員及び出向職員）。 

㋑特別養護老人ホーム 

㋺介護老人保健施設 

㋩短期入所生活（療養）介護 

㊁通所介護 

㋭通所リハビリテーション 

㋬グループホーム 

支給方法 ①毎月支給について 

・毎月の介護職員等処遇改善加算の合計額の７０％程度を、下記の「Ａ」「Ｂ」

「Ｃ」の職員区分にて、毎月支給する。 

区分 支給予定額 

Ａ．経験・技能のある介護職員 ６０，０００円 

Ｂ．その他の介護職員 ５４，０００円 

Ｃ．介護職員以外の職員 １０，０００円 

注１）「Ａ．経験・技能のある介護職員」は、介護福祉士の資格を保有し、

かつ当法人で勤務経験が毎年４月１日現在１０年以上ある介護職

員。 

注２）支給予定額は、常勤換算１．０人当りの支給額とし、臨時職員の支給

予定額は、週の勤務日数に応じた支給額。 

注３）支給予定額は、著しく稼働が落ち込む場合や大幅な人員増の場合、

変動することがある（主として一時金で調整する）。 

②一時金支給について 

・毎月の処遇改善加算手当の合計額の３０％程度から、法定福利費等の事業者負

担額等を控除後の残金を一時金として支給する。 

・支給時期は、年２回（１１月末日及び５月末日）とする（原則）。 

 

（２）「独自処遇改善手当」について 

支給対象者 ・下記の施設の職員へ支給する（含む臨時職員、除く派遣職員及び出向職員）。 

 ㋑地域包括支援センターの職員 

 ㋺居宅介護支援事業所の職員 

 ㋩ケアハウスの職員 

 ㊁法人本部の職員 

支給方法 ・支給予定額１０，０００円を毎月支給する（一時金の支給はなし）。 

 


